
中間とりまとめ後に残される課題

○ 新たな制度では、加入する制度を年齢で区分することなく、何歳になっても、サラリーマンである高齢者
の方や被扶養者は被用者保険に、これら以外の地域で生活している方は国保に、それぞれ現役世代と
同じ制度に加入する。

１．制度の基本的枠組み

① 特定健保（※）のあり方をどうするか。

（※）厚生労働大臣の認可を受けて、一定の要件を満たす退職者及びその被扶養者に対する保険給付、保険料の徴
収等を行う健保組合。平成22年4月現在、64組合、被保険者（特例退職被保険者）及びその被扶養者約54万人。

２．国保の運営のあり方

（財政運営単位）

○ 制度移行時において、市町村国保の中の、少なくとも75歳以上については、都道府県単位による財政運
営とする。

○ 都道府県が策定する「広域化等支援方針」に基づき、保険料算定方式の統一など、都道府県単位の財政
運営に向けた環境整備を進めた上で、全年齢を対象に都道府県単位化を図る。

② 全年齢を対象とした都道府県単位化への移行手順については、期限を定めて全国一律か、それとも合意
された都道府県から順次か。期限を設定する場合、具体的な年限をどうするか。また、都道府県単位化の
環境整備の進め方（工程）をどうするか。

③ 全年齢を対象とした都道府県単位化を目指す中、今回の制度移行時に、都道府県単位化の対象年齢を
「65歳以上」までに引き下げるか、「75歳以上」とするか。
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○ 「都道府県単位の運営主体」と「市町村」が、分担と責任を明確にしつつ、国保を地域の総合力により
共同運営する仕組みとする。

④ 全年齢を対象とした都道府県単位化の実現までの段階を考慮しつつ、具体的な事務の分担をどうするか。

⑤ 財政運営の具体的仕組みをどうするか。
（標準(基準)保険料率の設定方法、財政安定化基金の規模・負担割合・活用方法等の具体的なあり方を
どのようにするか。）

⑥ 「都道府県単位の運営主体」をどこが担うか。

（運営の仕組み・運営主体）

３．費用負担

（支え合いの仕組み）

○ 65歳以上の方については、一人当たり医療費が高く、国保・被用者保険の制度間で加入者数に大きな
偏在が生じることから、引き続き、高齢者の医療費を国民全体で公平に分担する仕組みを設ける（＝公費
・高齢者の保険料・現役世代の保険料・高齢者の患者負担で支え合う）。

⑦ 具体的な財政調整の仕組みをどうするか。

（公費）

○ 高齢者や現役世代の保険料負担の増加を抑制するために、効果的な投入を図りつつ、充実させていく
ことが必要である。

⑧ 今後の高齢化の進行等に応じた公費の投入のあり方を具体的にどうするか。
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○ 国保に加入する75歳以上の方の保険料については、同じ都道府県で同じ所得であれば、原則として同じ
保険料とし、その水準については、現行の後期高齢者医療制度より増加することのないよう、引き続き、
負担能力を考慮した応分の負担として医療給付費の1割相当を保険料で賄うこととする。

○ 高齢者の保険料については、同一世帯の他の現役世代の保険料と合算し、世帯主が納付することを基本
とする。

○ 高齢者世帯の世帯主で希望する方は、引き続き、年金からの天引きも実施できるようにするなど、収納率
低下の防止等の観点からの措置を講じる。

○ 現在、75歳以上の方に適用されている低所得者の保険料軽減の特例措置（均等割の9割･8.5割軽減、
所得割の5割軽減）については、合理的な仕組みに改める。

（高齢者の保険料）

⑨ 収納率低下の防止等の観点から、どのような措置を講じるか。
⑩ 75歳以上の方に適用されている低所得者の保険料軽減の特例措置をどうするか。

（高齢者の患者負担）

○ 高齢者の患者負担については、負担能力に応じた適切な負担にとどめることを基本とする。

⑫ 高齢者の患者負担、特に、70～74歳の患者負担について、どうするか。
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（現役世代の保険料による支援）

○ 被用者保険者間では、財政力の弱い保険者の負担が過重なものとならないよう、負担能力に応じた公平
で納得のいく支え合いの仕組みにすべき。

⑪ 被用者保険者間の具体的な按分方法をどうするか。
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５．保健事業等

○ 75歳以上の方も、国保や被用者保険にそれぞれ加入することとなり、健康診査等についても、国保･被用
者保険の下で各保険者の義務として行う。

⑬ 後期高齢者支援金の加算・減算の仕組みに代わる新たな特定健診等の推進方策をどうするか。

⑭ 都道府県単位での健康増進や医療費の効率化に向けた取組を一層推進するための体制や具体的仕組
みをどうするか。

６．その他

○ 保険者等のシステムを万全なものにすることが重要であり、後期高齢者医療制度導入時の反省に立ち、
現時点から、地方自治体等の意見を十分に聞きながら、着実にシステム改修を進めることが必要である。

⇒ 「高齢者医療システム検討会」を設置（資料４参照）。

４．医療サービス

○ 今後の高齢者に対する医療サービス等の具体的なあり方については、平成24年度の診療報酬・介護報
酬の同時改定に向けて、別途の場において議論。
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